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第1 はじめに

原告らは、本件各指定処分に係る感染症法の根拠規定が、本件施設(特定一

種病原体等を取り扱う施設(以下『一種病原体等取扱施設Jという。))の周

辺住民である原告らの生命i身体の安全等を個々人の個別的利益としても保護

する趣旨を含んでおり、本件各指定処分により、このような原告らの個別的利

益が侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあるから、原告らは主位的請求

に係る訴え(以;下「本件差止めの訴えj 左いう。)について原告適格を有する

と主張する(訴状第2章第 1の1・4及ぴ5ページ、原告ら第3準備書面等)。

しかし、原告らが本件差止めの訴えにおいて差止めを求める本件各指定処分

は、いずれも、その根拠規定に照らし、原告らが主張するような本件施設(一

種病原体等取扱施設)の周辺住民の生命、身体の安全等を個々;人の個別的利益

として保護する趣旨を含んでいるとは解されず、原告らに本件差止めの訴えの

原告適格が認められる余地はない。

以下、原告らに本件差止めの訴えの原告適格を認める余地がないことを述ペ

た(後記第 2)上で、原告らの主張に対して、必要と認める範囲で反論する(後

記第 3.)。

なお、略語等は、本準備書面で新たに定めるもののほかは、従前の例による。

第2 原告らr::本件差止めの訴えの原告適格は認められないこと

1 処分の名宛人以外の第豆者の原告適格の判断枠組み

本件訴えのうち主位的請求に係石訴えは、いずれも差止めの訴え(行訴法3

条 7項、 37条の 4)であるから、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはなら

ない旨を命ずることを求めるにつき「法律上の利益を有する者j に限り、提起

することができる(同法 37条の4第3項〉。

ここにいう『法律上の利益を有する者Jとは、取消訴訟の原告適格について

規定する行訴法9条1項の「法律上の利益を有する者Jt:.同義に解され、当該

-4】
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処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、文は必然的

に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分を定めた行政法規が、

不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめ

ず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする

趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにしづ法律上保護され

た利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそ

れのある者は、当該処分の差止めの訴えにおける原告適格を有するものという

べきである。

そして、処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無

を判断するに当たっては、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによる

ことなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利

益の内容及び性質を考慮し、この場合において、-当該法令の趣旨及び目的を考

慮するに当たっては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその

，趣旨及び目的をも参酌し、当骸利益の内容及び性質を考慮寸るに当たっては、

当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利

益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきものであ

る。(以上につき、行訴法 37条の4第4項が準用する 9条2項参照。最高裁

平成17年 12月7日大法廷判決・民集59巻 10号 2645ページ等参照)

2 本件各指定処分の根拠法令等

(1)本件各指定処分の根拠規定

本件各指定処分のうちt本件施設.について特定一種病原体等り所持施設と

しての指定をする処分(施設に係る本件指定処分)の根拠規定は、感染症法

5 6条の 3第 1項 1号であり、また、長崎大学について特定一種病原体等所

持者としての指定をする処分(所持者に係る本件指定処分)の根拠規定は、

同条2項である。
t 

(2)平成18年法律第106号による改正により特定病原体等に係る規制が設

ro 
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けられた趣旨

被告第 1準備書面第2の1(2) (8及び9ページ)で述べたとおり、本件

各指定処分の根拠規定(感染症法5.6条の 3第1項1号、同条2項)を含め、

特定病原体等に係る規制について規定する感染症法第 11章は、平成 18年

法律第 106号による改正(以下「平成 18年改正J という。)により追加

されたものである。

そこで、平成 18年改正により感染症法第 11章が設けられた趣旨につい

てみると、その趣旨は、生物ヂロや事故等による人為的感染に対処できるた

めの感染症対策の強化を図ることとしたものである。すなわち、生物テロを

含めたテロ対策については、国際的な対応の必要があることから、諸外国で

連携して行われているところ、園内においても、病原体等を7テロ行為に使用

する生物テロの未然防止対策が重要な課題となっていた。そこで、病原体等

については、圏内において必要な管理体制が、この当時、確立しておらず、

生物テロとして使用される危険性が高いことから、感染症法においで、病原

体等管理の必要性、国際的動向、生物テロ等に用いられる危険度等を総合的

に勘案し、，厚生科学審議会感染症分科会での専門家の意見を踏まえ、特定の

病原体等を一種病原体等から四種病原体等までに4分類し、所持、輸入等の

禁止、許可、届出、基準の遵守等の規制を講ずることにより、感染症の発生

及びまん延を防止するバイオセ」ブティ(実験室等における病原体等の安全

取扱いの確保)及びバイオセキュリティ(実験室等を含み、病原体等の管理、

悪意又は無意識のトラブノレを防ぐ方策の強化)を確立し、もって生物テロや

事故等による人為的感染に対処できるための感染症対策の強化を図ることと

.されたものである。(以上につき、乙第 20号証11、 12、419及び4

20べ)ジ)

(3)特定一種病原体等の指定について

ア 次に、本件各指定処分によって所持することが認められる特定一種病原

po 
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体等の性質についてみると、被告第 1準備書面第 2の1(4) (.1， 1ないし

1.4ページ)で述べたkおり、感染症法は、原則として一種病原体等陸型

の所持を禁止している(同法56条の 3第1項柱書き本文)が、国又は独

立行政法人その他の政令で定める法人であって特定一種病原体等(試験研

究が必要な一種病原体等として政令で定めるもの)の種類ごとに当該特定-

一種病原体等を適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者

(同条2項)が、特定一種病原体等を、厚生労働大臣が指定ずる施設にお

ける試験研究のために所持する場合は、当該特定一種病原体等を所持する

ことを認めている(同条 1項1号)。

ここにいう特定一種病原体等の具体的な内容については、感染症法施行

令15条1号ないし4号において定められでいるが、いずれのウイルスへ

の感染による感染症も、我が国の感染症研究の最高峰たる国立感染症研究

所が明らかにしているとおり、空気感染や飛抹感染によっては感染しない

感染症であって(乙第 11号証1ぺ}ジ、乙第 2.1号証の 1ないし 4)、

法令は、空気感染や飛沫感染によっては感染しない感染症に係るウイルス

に限って特定一種病原体等として指定している。

イ 感染症法施行令 15条によって特定一種病原体等に指定されているもの

が、いずれも空気感染や飛沫感染を起こさないものであることは、前記ア

のとおりであるが、具体的には、以下のウイルスが指定されており、これ

題曲.一種病原体等とは、感染症法6条2.2項各号(令和4年法律第 96号による

改正前は感染症法6条20項各号)に列挙される病原体等であり、これらは、

いずれもヒトからヒトに感染し国民の生命及ぴ健康に極めて重大な影響を与え

るおそれがあるものである(被告第 1準備書面第2の1(3)イ(ア)・ 10ペー

ジ)。

-7 -
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によって擢患する疾患は、以下のとおりである。

(了)アレナウイルス属ガナリトウイルス、-サピアウイノレス、チャパレウイ

ルス、ブニンウイノレス、マチュボウイノレス及びラッサウイノレス(感染症

法施行令 15条 1号)

ラッサウイルスへの感染により催息する疾息はラッサ熱であり、ガナ

リトワイルス、サピアウイルス、チヤパレウイルス、フニンウイノレス及

びマチュポウイルスへの感染により，種息する疾息は南米出血熱と総称さ

れる(乙第22号証462.ないし4.6 5ページ)。

(イ)エボラウイノレス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイーノレウイ

ルス、スーダシエボラウイルス、プンディブギョエボラウイルス及びレ

ストシエボラウイルス(感染症法施行令15条 2号)

エポラウイノレスへの感染により橿愚する疾患はエボラ出血熱である

(乙第22号証466ないし469ページ)。

(ウ)ナイロウイルス属クリミ 7・コンゴヘモラジックフィーパーウイノレス

(別名クリミア・コンゴ出血熱ワイノレス)(感染症法施行令 15条 3号)

クPミア・コンゴ出血熱ウイノレスへの感染により擢息する疾患はクリ

ミア・コンゴ出血熱である(乙第22号証470、471、473及ぴ

474ページ)。

(エ)マールプルグウイルス属レイクピクトリアマーノレプノレグウイルス(感

染症法施行令 15条4号)

マールブルグウイノレスへの感染により羅息する疾患はマールブルグウ

イルス病(マ)ルプルグ病、マーノレブルグ出血熱)である(乙第2'2号

証466ないし469ページ)。

ー 8-
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ウ 特定一種病原体等ごとの形状、感染経路、宿主隊創等は、以下のとおり

である。

(了)アレナウイルス属ガナリトウイルス、サピアウイルス、チャパレワイ

ルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス(感染症

法施行令 15条 1号)

アレナワイルスは、直径50ないし300ナノメートル(平均 120

ナノメ)トノレ)の球形文は多形性のウイルスである。アレナウイルスに

感染した宿主(げっ歯類)は、尿や唾液などの分泌液に持続的にウイル

スを排?世する。ヒトは、宿主が排1世した分泌液との接触などによって感

染する。これらのウイルスがヒトからヒトへ感染し得るのは、急性期感

染患者の血液や体液、分館、液に存在するウイルスが、注射器の使い回し

ーや血液又は体液の接触を伴うよ，うな濃厚な接触による場合に限られる。

ヲッサウイルスの宿主であるげっ歯類はアフリカ大陸に、ガナリトウ

イルス、チャパレウイルス、フニンウイノレス及びマチュポウイノレスの宿

主であるげっ歯類は南米大陸にそれぞれ生息しており、いずれも日本に

は生息していない。また、サピアウイルスについても、サピアウイイノレス，

を原因ワイノレスとするブラジル出血熱の症例発生地はブラジノレ周辺の中

南米に限られており、他のアレナウイルス属のウイゾレスの宿主がいずれ

も症例発生地の固有種であるげつ歯類であることから、サピアヴイノレス

の宿主はブラジル周辺にのみ生息する閤有種であるげっ歯類と考えられ

ている。

瞳翻宿主とは、自然界でjそのウイノレ.スに感染し得て、かっ、感染し続ける動物

のことをいう(被告第 3準備書面第2の2(1)ウ(ウ)・ 6ページ)。自然宿主も

同義である。

-9 -
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(以上につき、乙第 21号証の 1、乙第 22号証462ないし465

ページ、乙第23号証の 1及び2、乙第24号証の 1及び2、乙第 25 

，号証の 1及び2、乙第26号証の 1及び2、乙第 27号証の 1及び2参

照)

(イ)エボラウイルス属アイボりーコーストエボラワイノレス、ザイールクイ'

ノレユ、ス」ダンエボラウイルλ、ブンディプギョエボラウイノレス及びレ

ストン-エボラウイルス， (感染症法施行令 15条 2号)

エボラウイルスは、プイロウイルス科に属するo エポヲウイノレスは、

糸状、 U状よ環状の形態を呈し、多形性であり、糸状形態のワイノレスの

長さは 1万4000ナノメートルに達する場合がある。エボラウイルス

のヒトへの感染経路の主なものは、感染組織(感染動物や患者の血液、

臓器)との直接接触である。精液にもウイルスが感染後比較的長く存在

することが確認されているため、性行為を介しても感染する場合がある

と考えられている。

エボラウイノレスの宿主とされているオオコウモリは、アフリカ大陸、

南アジア、東南アジア及びオセアニナに生息しており、日本には生息し

ていない。

(以上につき、乙第 11号証 13ページ、乙第 12号証、乙第 13号

証 1ページ、乙第 17号証、乙第21号証の 2、乙第22号証466な

いし469ページ、乙第28号証の 1及び2、乙第 29号註の 1及び2

参照)

(り)ナイロウイノレス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーパークイノレス

(別名クリミア，コンゴ出血熱ワイノレス)(感染症法施行令 15条3号)

クリミア・コンゴ出血熱ウイノレスは、プニ.ヤウイルス目に属する。プ

ニヤウイルスは、環状構造をとり、ウイノレスの直径は 80ないし 120

ナノメートルである。ヒトへの感染経路はマダニによる吸血及び感染し

-10 -
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た家畜や動物の血液や臓器との接触である。また、患者の血液、排世物

などを介した院内感染も報告されている。

-クりミア・コンゴ出血熱ウイノレスを媒介することが判明しているマダ

ニの種類はハイアロ」マ属であり、.これは、アフリカ大陸及びコJーラシ

ア大陸に生息しているが、日本には生息していない。

(以上につき、乙第21号証の 3、乙第22号証470ないし474

λージ、乙第 30号証の 1及び2、乙第31号証の 1及び2)

(エ)マールブルグウイルス属レイクピクトリア・マーノレプルグウイノレス(感

染症法施行令 15条4号)

マ)ルプルグウイノレスは、フヰロウイノレ只科に属する。マ」ノレブルグ

ウイルスは、糸状、 U状、環状の形態を呈し、多形性であり、糸状形態

のウイルスの長さは 1万4000ナノメートルに遣する場合がある。ヒ

トは、主として感染組織(感染動物や患者の血液、臓器など)との直接

接触によりマールブノレグウイノレスに感染する。性行為を介して感染する

場合も確認されている。

マ)ノレプノレグウイルヌの宿主とされているオオコウモりは、前記ぐイ)

のとおり、日本には生息しでいない。

(以上につき、乙第12号荘、乙第 13号語Elページ、乙第17号証、

乙第 21号証の4、乙第 22号証46. 6、4.68及び469ページ、乙-

第32号証の 1及び2参照)

(4)特定一種病原体等の所持に係る管理規制(主体の限定)について(被告第

1準備書簡第2の1(4)イ・ 12及ぴ13ページ)

感染症法は、前記(3)アのとおり、原則として一種病原体等の所持を禁止

しているが(同法 56条の 3第1項柱書き本文)、特定一種病原体等所持者、

すなわち国又は独立行政法人その他の政令で定める法人であって特定一種病

原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を適切に所持できるものとして厚

-11 -
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生労働大臣が指定した者(同条2項)が、特定一種病原体等を厚生労働大臣

が指定する施設における試験研究のために所持する場合(同条 1項1号)に

は、例外的に特定一種病原体等を所持することを認めている。

上記のとおり、感染症法5.6条の 3は、一種病原体等の所持の禁止に関し

て規定している'ところ、一種病原体等については、その引き起こす感染症(疾

病)が、ヒトからヒトに感染して流行するおそれがあり、かつ、当該感染症

にかかった場合の病状の程度についても重篤で治療法が確立していないた

め、国民の生命及び健康に重大な影響を及ぼすおそれがある。また、他の化

学物質、放射性物質とは異なり、入手、携帯、輸送、製造(培養)が安価で

容易であり、国際的にも生物テロに使用される危険性が強く指摘されている

ことから、未然の防止が特に必要である。このような理由から、国民の生命、

身体を保護し、公衆衛生を確保する上で、一種病原体等は、危険性が高い性:

質のものとして、原則として、所持、輸入、譲渡し又は譲受けが厳しく禁止

されているが、法令上、特定一種病原体等は、前記(3)のとおり、いずれも

空気感染や飛抹感染しないもののみが指定されている。

そして、上記のとおり、特定一種病原体等所持者は、国文は独立行政法人

その他の政令で定める法人であって特定一種病原体等の種類ごとに当該一種

病原体等を適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定する者であり、

厚生労働大臣が広範な専門的技術的裁量に基づき指定することとなる(感染

症法 56条の 3第2項)。これは、近隣国で感染症が発生するなどの場合を

踏まえて、一種病原体等の所持、輸入、譲渡し又は譲受けを行う場合を検討

するに当たっては、一種病原体等の性質、危険性に鑑み、①ァ一種病原体等を

巡る国際情勢、犯罪情勢、感染症の圏内の情勢等を勘案し、国の安全、治安

の維持、テロ対策の観点も参酌して、国が政策的に使用等の要否、適否を判

断する必要があること、②一種病原体等の所持を認めるに当たっては、一律

の基準を設けることはなじまず、当該患者の発生時の対応や、生物テロ対策

円
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等のための研究のための使用等の必要性、緊急性、公益性と?種病原体等の

危険性を比較考量して、所持を認めるべき特段の積極的理由が認められる場

合に限られるべきであること等の理由から、行為者側の申請に基づき一定の

許可要件を満たした場合にその行為を許容することとする許可制度とするの

ではなく、政策的に園内での試験研究等を認めると判断される場合に、政令

で指定した種類の一種病原体等(特定一種病原体等)のみの所持の禁止を解

除する警察規制としての指定制度とすることが適当であると考えられたから

である。

(以上につき、乙第 20号証422及び423ベ)ジ)

(5)特定一種病原体等所持者の義務等について(被告第 1準備書面第 2の 1(4) 

イ・ 13及び 14ページ)

特定一種病原体等所持者は、感染症発生予防規程φ作成等(感染症法56 

条の 18)、病原体等取扱主任者の選任等(同法 56条の 19)、一種病原

体等取扱施設に立ち入る者に対する教育訓練(同法 56条の 21)、特定一

種病原体等の管理に係るi帳簿の記帳、保存(同法 56条の 23-) などの義務

を負う。'

このうち、感染症法 56条の 18第 l項は、特定一種病原体等所持者は、

当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、

厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の所持を開始する前に、

感染症発生予防規程を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならないと規

定するところ、同省令は、感染症発生予防規程において、病原体等取扱主任

者その他の病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関する職務並ぴに組織

に関すること(感染症法施行規則 31条の 2、1第 1項 l号)、病原体等の取

円
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扱いに従事する者で、あって、管理区域防j謝に立ち入るものの制限に関するこ

と(同項2号)、管理区域の設定並びに管理区域の内部において感染症の発

生を予防し、及びそのまん延を防止するために講ずる措置に関すること(同

項 3号)、病原体等による感染症の発生を予防し、並びにそのまん延を防止

するために必要な教育及び訓練に関すること(同項 7号)、病原体等に暴露

した者文は暴露したおそれのある者に対する保健土の必要な措置に関するこ

と(同項8号)、病原体等の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措

置に関すること(問項 11号)~ ，災害時の応急措置に関すること(同項12 

号)といった事項について定めることを求めている。

"(6)一種病原体等取扱施設の基準について(被告第1準備書面第2の1(4)エ

'14ぺ)ジ)

-感染症法56条の 24は、特定一種病原体等所持者は、特定一種病原体等

の保管、使用又は滅菌等をする施設(一種病原体等取扱施設)の位置、構造

及び設備を厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなけ

ればならないと規定する。.そのため、この技術上の基準に適合しない施設に

ついては、)種病原体等取扱施設として厚生労働大臣の指定(同法 56条の

3第1項 1号)を受けることができない。

上記の一種病原体等取扱施設に係る技術上の基準については、感染症法施

行規則 31条の 27に定められている。具体的には、一種病原体等取扱施設

は、地崩れ及び浸水のおそれ-の少ない場所に設けること(同条 1号)、当該

施設が建築基準法2条1号に規定する建築物又は同条4号に規定する居室で

ある場合には、その主要構造部等(同条5号に規定する主要構造部並びに当ー

購盟管理区域とは、特定病原体等を取り扱う事業所において特定病原体等の安全

な管理が必要な区域をいう(感染症法施行規則 31条の 2第4号)。

-14 -



2024年12月27日16時05分 長崎j~方法務局 ;餓 NO. 1 6 1 0 P. 1 6 

核施設を区画する壁及び柱)を耐火構造(同条7号に規定する耐火構造)と

しL又は不燃材料(同条 9号に規定する不燃材料)で造ること(感染症法施

行規則 31条の 27第2号)、当該施設は、国家機関の建築物及びその附帯

施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成6年建設省告示第 23 7 9号)

に従い、又は当該基準の例により、地震に対する安全性の確保が図られてい

ること(同条 3号)、排気設備は、実験室からの排気が、 2以上のへパアイ

ノレターを通じてなされる構造であること(同条 6号ト (3))、排水設備は、

実験室からの特定一積病原体等に汚染された排水の排出が、高圧蒸気滅菌装

置及び化学滅菌装置を通じてなされる構造であること(同号ト (6))、動物

に対して特定一種病原体等の使用をした場合には、飼育設備は、実験室の内

部に設けること(同号リ)、事業所の境界には、柵その他の人がみだりに立

ち入らないようにするための施設を設けること(同条 10号)などが定めら

れている。

(7)特定一種病原体等の保管等の基準について

ア 感染症法 5.6条の 2.5は、特定一種病原体等所持者は、特定一種病原体

等の保管、使用、運搬又は滅菌等をする場合においては、厚生労働省令で

定める技術上の基準に従って特定一種病原体等による感染症の発生の予防

及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならないと規定す

る。

このうち、特定一種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする場合の技術

上の基準については、感染症法施行規則3-1条の 31 ，と定められている。

具体的には、まず、特定一種病原体等の保管については、密封できる容器

に入れ、かつ、保管庫において行うこと(同条 1項 1号)、保管庫は、特

定一種病原体等の保管中確実に施錠する等、特定一種病原体等をみだりに

持ち出すことができないようにするための措置を講ずること(同項2号)

などが定められている。また、特定一種病原体等の使用については、特定

ro 
噌
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一種病原体等の使用は、実験室の内部に備えられた高度安全キャビネット

において行うが、ただし、防護服を着用する場合には、安全キヤピネット

において行うこと(同条2項 1号)、動物に対して特定一種病原体等の使
-、

用をした場合には、当該動物を実験室からみだりに持ち出さないこと(同

項7号)、飼育設備には、当該動物の逸走を防止するために必要な措置を

講ずること(同項 8号)、実験室の出入口には、厚生労働大臣が定める標

識を付すること(同項9号)、管理区域には、人がみだりに立ち入らない

ような措置を講じ、病原体等業務従事者以外の者が立ち入るときは、病原

体等業務従事者の指示に従わせること(同項 10号)などが定められてい

る。さらに、特定一種病原体等の滅菌等に:ついては、摂氏 121度以上で

1 5分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌を

する方法又はこれ左同等以上の効果を有する方法で滅菌等をすること(同

条3項1号)などが定められている。

イ そして、一種病原体等取扱施設における特定一種病原体等の具体的な取

扱方法についてみると、同施設においては、ウイノレスである特定一種病原

体等は、保管庫の中で保管された培地と呼ばれる液体の中に存在し、粉末-

状や霧状(エアロゾソレ)では存在しない。

そのため、仮に、地震等の災害によって一種病原体等取扱施設が損壊'す

るなどし、また、特定一種病原体の保管について講じていた措置等が一切

機能せずにJ上記液体が上記施設外に漏出する事態が生じたと仮定しても、

特定一種病原体等が広がる範囲は、上記液体が漏出して付着した範囲に限

られ、これを超えて特定一種病原体等が広がることはない。その上、ウイ

ルスである特定一穂病原体等は、熱、日光、紫外線等に弱く、外気中では

短時間で死滅するこ左に照らせば、たとえ上記液体が一種病原体等取扱施

設の屋外にさらされることとなったとしても、その中に含まれている特定

一種病原体等は短時間で死滅する。

戸 16~ 
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また、前記(3)ウのとおり、特定一種病原体等の宿主及びこれを媒介す

る昆虫(限られた種類のマダニ)は、いずれも岡本に生息じていないため、

これらを介してヒトが特定一種病原体等に感染することもない。

なお、一種病原体等取扱施設においては、動物実験が行われることもあ

るが、特定一種病原体等に感染した動物は、通常、感染したウイルスの影

響によって活動性が低下していることから、仮に、地震等の災害によって

一種病原体等取扱施設が損壊し、かっ、実験動物が保管されているグロー

プボックスも破損するなどして、特定一種病原体等に感染した実験動物が、

同ボックスから出て、更に一種病原体等取扱施設の外に出られる状態にな

ったとしても、当核実験動物が、上記施設の外やその敷地の外にまで逃走

することは通常困難である。その上、実験動物からの感染は、ヒトが積極

的に実験動物に触れるなどして、相当密に接触しない限り、・起こり得ない

ことをも併せ考慮すれば、上記のような実験動物が一種病原体等取扱施設

の外、更にはその敷地の外にまで逃走し、ヒトが同動物に積極的に触れる

などして特定一種病原体等に感染するなどということはおよそ考え難い。

(以上につき、乙第 11号証1、6、10、.12及び 13ベ}ジ、被告第

3準備書面第2の2(1)イ(7)及び(イ)・ 3及び4ベ)ジ)

(8)事故時及ぴ災害時の対応について

ア 事故時の対応について(感染症法 56条め 28) 

感染症法 56条の 28は、特定一種病原体等所持者を含む特定病原体等

、その所持する特定病原体等について盗取、所在不明その他

麟自特定病原体等所持者とは、特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所

持者並びにこれらの者から運搬を委託された者、三種病原体等所持者並びに四

種病原体等所持者をいう(感染症法 56条の 25)。

円 17一
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の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け

出なければならないと規定する。ここにいう「事故Jとは、特定病原体等

-の盗取、所在不明等により緊急の対応が必要な場合をいい、盗取の予告又

はその未遂行為等が認められたときも台むが、実験室内での針刺し等によ

る特定される者への病原体等の暴露等は範囲に含まれない(乙第 14号在

4ページ、乙第 15号音E5ページ)。

感染症法においては、就業制限、入院措置、消毒措置等といった公衆衛

生上の措置が規定されでいるが、これらの措置だけでは、特定病原体等の

盗取、所在不明その他の事故が生じたkきには、その対応が不十分であり、

仮に特定病原体等が犯罪に使用されること等によってλ為的に感染症が発

生し、まん延した場合には、公衆衛生上の措置に加えて、被害発生時の措

置等を適切に講じる必要がある占そこで、感染症法 56条の 28は、特定

病原体等所持者について、その所持する特定病原体等について盗取、所在

不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保

安官に届け出なければならないこととすることによって、当該事故に係る

特定病原体等による被害発生時の措置等速やかにその対応策が講じられる

ようにするために設けられたものである。(以上につきJ乙第 20号証4

64及び46. 5ページ)

イ 災害時の対応について(感染症法 56条の 29)

また、感染症法 56条の 29第1項はよ特定病原体等所持者は、その所

、持する特定病原体等に関し、地震、火災その他の災害が起こったことによ

り、当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延した場合文

は当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延するおそれが

ある場合においては、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、。応急

の措置を講じなければならないと規定するd ここにいう「災害j とは、災

害対策基本法2条 1号に規定する災害(豪雨、洪水、地震、津波等)のほ

-18ー
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か、火災、交通事故、外国による武力攻建事態やいわゆるテロ行為による

ものなどであって、特定病原体等取扱施設又は運搬において特定病原体等

による感染症が発生し、若しくはまん延した場合文は特定病原体等による

感染症が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合をい‘う(乙第 14 

号証5ペ)ジ、乙第 15号証6ページ)。

そして、感染症法 56条の 29第1項の規定により講じなければならな

い災害時の応急措置の具体的な内容については、感染症法施行規則 31条

の38第1項に定められている。具体的には、特定病原体等取扱施設文は

特定病原体等が容器に収容されているもの(以下f病原性輸送物Jという。)

~;こ火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある場合には、消火文は

延焼の防止に努めるとともに、直ちにその旨を消防署又は消防法 24条の

規定により市町村長の指定した場所に通報すること(感染症法施行規則3

1条の 38第1項 1号)、特定病原体等による感染症の発生を予防し、又

はそのまん延を防止するため必要がある場合には、特定病原体等取扱施設

の内部にいる者、病原性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にい

る者に避難するよう警告すること(同項 2号)、必要に応じて特定病原体

等を安全な場所に移すとともに、特定病原体等がある場所の周囲には、縄

を張り、文は標識等を設け、かっ、見張人をつけることにより、関係者以

外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努めること(同項 3号)な

どが定められている。

3 本件各指定処分の根拠規定が、原告らが主張するような本件施設(一種病原

体等取扱施設)の周辺住民の生命、身体の安全等を個々人の個別的利益として

保護する趣旨を含んでいるとは解されないとと

(1)本件各指定処分の根拠規定は、感染症法56条の 3第1項 1号及び同条2

項であるところ(前記 2(1))、同法は¥感染症の予防及び感染症の患者に

対する・医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、
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及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図るという

一般的公益の保護を目的としており(同法1条)、平成 18年改正により特

定病原体等に係る規制について定める感染症法第 1.1章が設けられた目的

も、飽くまで、感染症の発生及びそのまん延を防止するバイオセーフティ及

びバイオセキュリティを確立し、もって生物テロや事故等による人為的感染

に対処できるための感染症対策の強化を図るという一般的公益の保護に資す

ることにある(前記2(2))。

そして、感染症法が、一種病原体等の所持等を原則として禁止し、特定一

種病原体等所持者を、国又は独立行政法人その他の政令で定める法人であっ

て特定一種病原体等の種類ごとに当該一種病原体等を適切に所持できるもの

として厚生労働大臣が指定した者(特定一種病原体等所持者)に限定してい

るのは、国民の生命、身体を保護し、公衆衛生を確保する上で、特定一種病

原体等の性質、危険性に鑑み、一種病原体等を巡る国際情勢、犯罪情勢、感

染症の園内の情勢等を勘案し、国の安全、治安の維持、テロ対策の観点も参

酌して、国が政策的に使用等の要否、適否を判断する必要があること、一種

病原体等の所持を認めるに当たっては、一律の基準を設けるととはなじまず、

当骸患者の発生時の対応や、生物テロ対策等のための研究のための使用等の

必要性、緊急性、公益性を一種病原体等の危険性を比較考量して、特段の積

極的理由が認められる場合に限られるべきであること等といった理由による

ものである。つまゆ、感染症法が、特定一種病原体等の所持について極めて

限定的な場合にのみ認めているのは、生物テロや事故等による人為的感染を

防止することによって、国民の生命、身体を保護し、公衆衛生を確保すると

いう公益的見地によるものであり、一種病原体等取扱施設の周辺に居住する

者の生命、身体の安全等を個別的利益として保護する趣旨を含んでいるもの

とは解されないのである(前記 2(4))。

(2) このことは、特定一種病原体等所持者の義務等、一種病原体等取扱施設の
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基準、特定一種病原体等の保管等の基準並びに特定一種病原体等所持者によ

る事故時及び災害時の対応について定めた法令の規定内容からしでも明らか

である。

-すなわち、まず、特定一種病原体等所持者は、感染症発生予防規程の作成

等(感染症法 56条の 18)を義務付けられているところ、同条を受けて定

められた感染症法施行規則 31条の 21は、感染症発生予防規程で定めるべ

き事項と Lて、特定一種病原体等の取扱い及び管理に従事する者に関するこ

とや管理区域内における病原体等の保管等に関することなどの定めを置くニ

とは求めているが、一種病原体等取扱施設の周辺住民を対象とする措置に関

する定めを置くことは求めていない(前記 2(5))。

次に、特定病原体等取扱施設の基準についての規定である感染症法56条

の24を受けて定められた感染症法施行規則 31条の 27は、一種病原体等〆

取扱施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準を定めており、同条1号

ないじ 3号は、一種病原体等取扱施設の設置場所や耐火、耐震に係る基準に

ついて規定しているが、前記 2(3)の民おり、感染症法施行令 15条によっ

て定められている特定一種病原体等は空気感染や飛抹感染するものでない

上、前記 2(7)イのとおり、地震等の災害によづて一種病原体等取扱施設が

損壊するなどし、また、特定一種病原体等の保管について講じた措置等が一

切機能せずに、特定一種病原体等を含む液体が上記施設の外に漏出する事態

が生じたり、特定一種病原体等を使用した実験動物が上記施設の外に出られ

る状態になったりしたとしても、上記液体に含まれている特定一種病原体等

の広がる範囲は、当該液体が漏出して付着した範囲に限られ、とれを超えて

当該特定一種病原体等が広がることはないことや、ウイルスである特定一種

病原体等は、熱、日光、紫外線等に弱く、外気中では短時間で死滅し、たと

え上記液体が上記施設の外にさらされることとなったとしても、上記液体に

含まれている特定ー種病原体等は短時間で死滅すること、日本には特定一種
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病原体等の宿主となる動物は生息していないため、ヒトは、、漏出した特定一

種病原体等が存在する液体に直接接触さえしなければ、当該特定一種病原体

等に感染する危険性はないこと、特定一種病原体等を使用した実験動物につ

いては、通常、活動性が低下していると考えられ、そもそも上記施設の外、

更にはその敷地の外に逃走することが可能であるかは疑わしいし、当該実験

動物が上記施設の敷地の外に逃走する事態が生じたとしても、ヒトは、当該

動物を積極的に触ろうとするなどしなければ、当該特定一種病原体等に感染

することは考え難いととなrに照らすと、上記施設の周辺住民が上記施設で

取り扱われる特定一種病原体等に感染する危険性は極めて低い。むしろ、前

記 2(2)のとおり、感染症法第 11章が生物テロ等による人為的感染を防止

するための公益的見地から設、けられたものであり、一種病原体等取扱施設の

位置、構造及び設備に係る技術上の基準を定めている感染症法施行規則 31 

条の 27も、特定一種病原体等については、その引き起こす感染症(疾病)

が国民め生命及び健康に重大な影響を及ぼすおそれがある上、他の化学物質、

放射性物質とは異なり、入手、携帯、輸送、製造(培養)が安価で容易であ

り、国際的にも生物テロに使用される危険性が強く指摘されていることから、

未然の防止が特に必要であり、とのような理由から、特定一種病原体等を取

り扱う者の生命、身体を保護するとともに、生物テロや事故等による人為的

感染を防止し、もって、国民の生命、身体を保護し、公衆衛生を確保すると

いう公益的見地から設けられたものであることを踏まえれば、同条の上記各

規定は、地震等の災害によって一種病原体等取扱施設や特定一種病原体等の

保管庫が損壊するなどして、上記施設内にいる者が漏出した特定一種病原体

等や特定一種病原体等を使用した実験動物に接触して感染することや、上記

施設内に保管された特定一種病原体等が持ち出されることを防ぐことを目的

とするものと解するのが相当である。また:感染症法施行規則 31条の 27 

第6号ト (3)及び(6)等は、排気及び排水について規定しているが、上記のよ
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うな感染症法第 11章の趣旨や特定一種病原体等の性質等の事情を踏まえれ

ば、これらの規定も、一種病原体等取扱施設において特定一種病原体等を使

用した実験等を実施した際に、当骸特定一種病原体等が、上記施設内の実験

室外部に漏出しないために設けられたものであり、上記施設内部文はその直

近にいる者の感染を防ぐことを目的とするものと解するのが相当である。、つ

まり、一種病原体等取扱施設の基準に係る感染症法及び感染症法施行規則の

各規定について、一種病原体等取扱施設の周辺に居住する者が特定一種病原

体等に感染するのを防ぐことを目的として設けられたものとは解されないの

である。(以上にうき、前記 2(6)) 

また、特定病原体等所持者の特定病原体等の保管等の基準についての規定

である感染症法56条の 25を受けて定められた感染症法施行規則 31条の

3 1は、特定一種病原体等の保管、使用及び滅菌等をする場合の技術上の基

準について規定しているが、上記のような感染症法第 l'1章の趣旨や特定一

種病原体等の性質等の事情を踏まえれぽ、これらの規定も、一種病原体等取

扱施設において特定一種病原体等を保管した際や特定一種病原体等を使用し

た実験等を実施した際によ当該特定一種病原体等が上記施設の外に持ち出き

れることや、よ記施設の内部又はその直近にいる者が、当該特定一種病原体

等そのものや当該特定一種病原体等を使用した実験動物と直接接触するなど

して当該特定一種病原体等に感染することを防ぐことを目的とするものと解

するのが相当であり、特定一種病原体等の保管等の基準に係る感染症法及び

感染症法施行規則の各規定について、一種病原体等取扱施設の周辺に居住す

る者が特定一種病原体等に感染す?るのを防ぐことを目的として設けられたも

のとは解されない(前記 2(7))。

さらに、特定病原体等所持者は、その所持する特定病原体等について盗取、

所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上

保安官に届け出る義務を負う(感染症法 56条の 28)が、これは、特定病
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原体等所持者に対し、特定病原体等の盗取4所在不明その他の事故が生じた

ときに、遅滞なく警察官等に届け出る義務を課すことで、所要の警察活動を

通じて当該特定病原体等が犯罪に使用されること等を阻止することを目的と

するものであり、専ら人為的な感染症の発生の防止及びそのまん延の防止と

j づ一般的公益の保護を目的とするものである。また、特定病原体等所持者

は、その所持する特定病原体等に関し、地震、火災その他の災害が起とった

ととにより、当該特定病原体等による感染病が発生し、若しくはまん延した

場合又は当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延するおそ

れがある場合においては、直ちに応急措置を講じる義務を負うところ(感染

症法 56条の 29)、その具体的な内容を定める感染症法施行規則 31条の

38第 1墳は、 2号において、『特定病原体等による感染症の発生を予防し、

文はそのまん延を防止するため必要がある場合には、特定病原体等取扱施設

の内部にいる者、病原性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる

者に避難するよう警告するこれを講じなければならないと規定するが、そ

の文言及び感染症法施行令 15条が定める特定一種病原体等が空気感染や飛

沫感染をしないという特定一種病原体等の性質等を踏まえれば、上記の Iこ

れらの付近にいる者j とは、一種病原体等取扱施設の f内部にいる者J又は

病原性輸送物の「運搬に従事する者Jに準じ、特定一種病原体等に直接接触

し得るほど特定一種病原体等が存在する場所から至近にいる者をいうのであ

って、一種病原体等取扱施設の周辺に居住する者まで対象とするものではな

い。また、感染症法施行規則 31条の 38第 1項 3号は、災害時の応急措置

として、必要に応じて特定一種病原体等を安全な場所に移すとともに、特定

一種病原体等がある場所の周囲に、関係者以外の者が立ち入らないための措

置を講ずるよう努めることを求めるが、これは、上記のような特定一種病原

体等の性質を踏まえ、関係者以外の者が特定一種病原体等に直接接触しない

.ための措置を講ずることを求めるものと解するのが相当であり、この規定も、
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結局のところ、特定一種病原体等に直接接触し得るほど当該特定一種病原体

等が存在する場所から至近にいる者を保護する趣旨であって、一般病原体等

取扱施設の周辺に居住する者を保護する趣旨まで含まないことは明らかであ

る。(以上につき、前記2(8)) 

-以上に加え、特定一種病原体等所持者の指定や一種病原体等取扱施設の指

定のための手続において、当該施設の周辺住民が関与すると存を求める手続

規定もないことなどを併せ考慮すると、本件各指定処分の根拠規定は、本件

各指定処分を通じて特定一種病原体等所持者が一種病原体等取扱施設におい

て特定一種病原体等を所持することに伴う事故や災害から同施設の周辺に居

住する者の生命、身体の安全等を保護する趣旨まで含んでいるとは解されな

い。

(3) さらにへ特定一種病原体等の性質等に照らせば、一種病原体等取扱施設の

周辺住民が、特定一種病原体等に感染するという被害を受ける可能性は極め

て低い。

すなわち、一種病原体等取扱施設においては、ウイルスである特定一種病

原体等は基本的に保管庫の中で保管された液体の中に存在するところ、仮に、

地震等の災害によって二一種病原体等取扱施設や特定一種病原体等の保管庫が

損壊するなどして、特定一種病原体等が存在する液体が上記施設外に漏出し

たとしても、特定一種病原体等は、空気感染や飛抹感染をしない上、ウイル

スである特定一種病原体等は熱・日:光・紫外線等に弱く、外気中では短時間

で死滅し、また、日本には特定一種病原体等の宿主となる動物は生息してい

ないため、ヒトは、漏出した特定一種病原体等が存在する液体に直接接触さ

えしなければ、当該特定一種病原体等に感染する危険性はない。

また、特定一種病原体等を使用した実験動物については、通常、活動性が

低下していると考えられるから、仮に、地震等の災害によって一種病原体等

取扱施設が損壊するなどして、当該実験動物が同施設の外に出られる状態に
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なったとしても、当核実験動物がそもそも同施設の外、更にはその敷地の外

に逃走することが可能であるかは疑わしい。加えて、特定一種病原体等を使

用した実験動物が一種病原体等取扱施設の敷地の外に逃走する事態が生じた

としても、当該動物を積極的に触ろうとするなどしなければ、一種病原体等

取扱施設の周辺住民が直接的に特定一種病原体等に感染することは考え難

い。(以上につき、前記 2(3)及ぴ同 (7)イ)

以上によればー仮に、地震等の災害によって一種病原体等取扱施設が損壊

するなどして、特定一種病原体等が上記施設外に漏出したり、特定-種病原

体等を使用した実験動物が土記施設外に出られる状態になったりしたとして

も、上記施設の周辺住民が特定一種病原体等に感染するという被害を受伐る

おそれは極めて低い。

(4) 以上のとおり、本件各指定処分の根拠となる法令の規定の文書のほか、当

該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及

び性質を考慮しでも、本件各指定処分の根拠規定が、原告らが主張するよう

な本件施設(一種病原体等取扱施設)の周辺住民の生命、身体の安全等を個

々人の個別的利益として保護する趣旨を含んでいるとは解されない。

したがって、原告らに本件差止めの訴えの原告適格が認められる余地はな

し、。

なお、念のため付言するに、感染症の予防についての基本指針等について

定める感染症法9条及び同法 1.0条や、平成 18年改正に伴う附帯決議は、

以下のとおり、本件各指定処分の根拠規定について、一種病原体等取扱施設

の周辺に居住する者の生命、身体の安全等を個々人の個別的利益として保護

する趣旨を含むことをうかがわせるものではない。

ア 感染症法9条は、 1項において「厚生労働大臣は、感染症の予防の総合

的な推進を図るための基本的な指針(括弧内略)を定めなければならない。」

と規定し、同法 10条は、 1項において「都道府県は、基本指針に即して、
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感染症の予防のための施策の実施に関する計画(括弧内略)を定めなけれ

ばならない。Jど規定する。これらの規定を受けてィ厚生労働大臣は、『感

染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針J(以下「基本指針j

kいう。乙第 33号証)を定め、長崎県は、「感染症の予防のための施策

の実施に関する計画(長崎県感染症予防酔画)J (以下「長崎県予防計画J

という。乙第34号証)を定めている。

もっとも、基本指針及び長崎県予防計画には、特定病原体等取扱施設の

周辺住民への影響に関する記載や、これらの者に対する警告、避難等に関

する定めは一切なく、飽くまでも、基本指針に、事故、災害等が発生した

場合の関係施設への立入り等、特定病原体等取扱施設との関係の記載があ

るのみであって(基本指針第十七の三の 3)、周辺住民についての記載は

なく、感染症法9条及び10条をもって、本件各指定処分に係る同法の規

定が特定病原体等取扱施設の周辺住民の個別的利益を保護する趣旨を含む

と解することはできない。

イ また、平成 18年改正に伴う附帯決議では、『病原体等の所持等に関す

る情報の管理については、厳重な管理システムの構築、取扱基準の策定及

び遵守を徹底することにより、万が一にも漏出する-二とがないよう万全を

期すことj、「生物テロの発生や災害等により病原体等が流出したケース

を想定した緊急対応マニュアノレを示し、‘保健所その他の関係機関が住民の

健康を守るために迅速かっ的確な対応がとれるようその周知を図るととも

に、実地訓練の実施を促進することj、「感染症に関する研究を推進し、

一類感染症等の国内発生や生物テロなどの緊急時に備えるため、周辺への

安全配慮の下、 P4施設を確保し、稼働させること j などとされている。

この点、附帯決議とは、国会の委員会が付託された本案に附帯しで行う

決議であり、本案とは別個に議決し、本会議に報告されても、本会議での

議決の対象とはならず、委員会の意見や希望を表明する決議で、あって、そ

ヮ，，q
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れ自体が法的拘束力を持つものではない(乙第 35号註1138ページ)

から、附帯決議の内容自体が直ちに法令の趣旨又は目的左なるものではな

い。そして、具体的に見ても、前記 2(3)のとおり、感染症法及び感染症

法施行規則が、空気感染や飛沫感染によっては感染しない感染症に係るウ

イノレスに限って特定一種病原体等として指定していること等に照らせば、

上記附帯決議が、一種病原体等取扱施設から特定一種病原体等が漏出する

ことによって同施設の周辺住民が直接的に当該特定一種病原体等に感染す

る危険性があることを前提とするものとは解されない。

したがって、上記附帯決議をもって、本件各指定処分の根拠規定が、一

種病原体等取扱施設の周辺住民の生命、身体の安全等を個々人の個別的利

益として保護する趣旨を含むものであると解することはできない。

第3 原告らの主張に対する反論

1 原告らの主張

原告らは、原告らが本件差止めの訴えの原告適格を有する根拠として、①特

定一種病原体等が空気感染することを前提として、原告らに感染のおそれがあ

ること(原告ら第 3準備書面第2の6(2)①及び②・ 14ページ)、②原告ら

が本件施設で研究等に従事する者と生活圏を同じくすることから二次感染の危

険があること(同③・ 14及び 15ペ〕ジ)、③本件施設の耐震強度は不十分

であって、地震により特定一種病原体等が漏出する危険がある上、感染症法2

7条ないし 29条は本件施設の周辺住民を保護の対象としていること(問④・

1 5ページ)を主張する。

2 被告の反論

(1)前配 1①に対する反論

前記第 2の2(3)のとおり、特定一種病原体等は、一種病原体等取扱施設

において、液体の中に存在し、粉末状や霧状(工アロゾJレ)では存在しない

- 28 -
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上、そもそも空気感染や飛抹感染をするものではないから、原告らの前記1

①の主張は前提を誤っており、理由がない。

原告らは、長崎大学が将来空気感染するものを扱う可能性があるとか、本

件施設の稼働条件として、空気感染するものを扱つてはならないという禁止

条件が附帯されていないとか、空気感染しないと考えられていたものが空気

感染の可能性を否定できないことが判明することもあるなどと指摘するが、

特定一種病原体等所持者である長崎大学が取り扱うことのできる特定一種病

原体等(感染症法施行令15条各号)は、いずれも、空気感染しないもので

あるから(前記第 2の2(3))、原告らのこれらの指摘は、いずれも何らの

科学的根拠を伴わないものであり、理由がない。

(2)前記1②に対する反論

原告らの主張は、要するに、本件施設で何らかの理由により特定一種病原

体等に感染した者と原告らの生活圏内において、接触することにより二次感染

の危険性があるというものであるが、前記第 2の2(3)ウのとおり、特定一

種病原体等がピトからヒトに感染するのは、感染者の血液等に接触した場合

に限られるのであって、通常の生活における他人との関わり程度でヒトから

ヒトへ感染する性質のものではないから、原告らの主張は抽象的な危慎感を

述べるものにすぎない。

また、原告らの主張を前提とすれば、本件施設で研究等に従事することに

よって特定一種病原体等を取り扱う者と接触する可能性がある者、すなわち

本件施設で特定一種病原体等を取り扱う者が移動する範囲において同人と接

触し得る全ての者について、直接的に特定一種病原体等に感染する危険性が

あり、本件各指定処分の根拠規定がこれらの者の生命、身体の安全等を個別

的利益として保護しているということとなるが、特定一種病原体等を取り使

う者の移動範囲は単なる日常の生活圏にとどまらず、公用か私用かを間わず、

用務先、旅行先等、広範にわたるのであって、原告らの上記主張を前提とし
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た場合、特定一種病原体等を取り扱う者と接触し得るなどとして保護の対象

となり得る者の範囲は際限なく広がりかねない。本件各指定処分の根拠規定

が、感染症対策の強化を図り、広く国民の生命及び健康を守るという一般的

公益の保護に加え、このような無制限ともいえる範囲の者の生命、身体等の

安全を個々人の個別的利益として保護じているとは到底解されず、また、こ

、のように解すべき法令上の根拠も見当たらない。

したがって、原告らの前記 1②の主張は理由がない。

(3)前記 1③に対する反論

ア 本件施設の耐震強度が不十分であるか否かについては、施設に係る本件

指定処分の適法性伝関わる問題であり、原告適格の有無左は関係、がないか

ら、本件施設の耐震強度が不十分であることを根拠に原告らの本件差止め

の訴えの原告適格が肯定されるとする原告らの主張は失当である。

イ また、原告らが指摘する感染症法 27条ないし 29条は、感染症の病原

体に汚染された場所の消毒、ねずみ族、昆虫等の駆除、物件に係る措置に

関する規定であるところ、これらの規定は、原告らの本件差止めの訴えの

原告適格を肯定する根拠となるものではない。

すなわち、感染症法 27条及び 28条は、感染症が発生し、まん延しよ

うとしている場合の場所の消毒、ねずみ族、昆虫等の駆除に関する規定で

あり、また、感染症法29条は、感染症の病原体に汚染され、又は持染さ

れた疑いがある物件の措置に関する規定である。これらの規定内容かち明、

らかなとおり、感染症法2.7条ないし 29条は、いずれも、本件各指定処

分を構成する二つの処分、すなわち、本件施設について特定一種病原体等

の所持施設として指定をする処分(施設に係る本件指定処分)及び長崎大

学について特定一種病原体等所持者としての指定をする処分(所持者に係

る本件指定処分)とはおよそ関係しない規定であるから、感染症法27条

ないし 29条の存在を根拠に、原告らめ本件差止めの訴えの原告適格が肯
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定されるとする原告らの主張怯理由がない。

第4 結語

以上の次第で、原告らに本件差止めの訴えの原告適格が肯定される余地はな

いから、本件差止めの訴-えは、いずれも不適法であって、速やかに却下される

べきである。

以上
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